
とくしま流域水管理委員会設置要綱

（設 置）
第１条 流域水管理計画（以下、計画という）の策定及び推進等にあたり、専門的
見地から、より計画的かつ実効性のある計画とするため、「とくしま流域水管理
委員会」（以下、委員会という）を設置する。

（所掌事項）
第２条 委員会は、次に掲げる事項について意見・助言を行い、取組を推進するも
のとする。
（１）計画の策定に関すること
（２）計画の進捗に関すること
（３）計画の点検及び見直しに関すること

（組 織）
第３条 委員会は、別表に掲げる委員で構成する。
２ 委員は徳島県知事が委嘱する。
３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠のために委嘱された委員の任期は、
前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任されることができる。

（委員長）
第４条 委員会には、委員長をおき、委員長は委員の互選によって定める。
２ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指
名する委員がその職務を代行する。

（委員会の開催）
第５条 委員会の開催は、必要に応じ委員長が招集し、これを主宰する。
２ 必要があるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
３ 委員長は、行動計画の点検を行うため、委員のうちから指名する者を招集し、
委員会を開催することができる。

（事務局）
第６条 委員会に関する事務は、県土整備部河川政策課において行う。

（雑則）
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会
において定める。

附則
１ この要綱は、平成29年11月20日から施行する。
附則
１ この要綱は、平成30年 4月 1日から施行する。
附則
１ この要綱は、令和元年10月24日から施行する。
２ この要綱の施行の日から令和元年11月30日までの間に任命される委員の任期は、
第３条３項の規定にかかわらず、令和4年6月30日までとする。

附則
１ この要綱は、令和元年12月1日から施行する。



附則
１ この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
１ この要綱は、令和3年6月16日から施行する。
附則
１ この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則
１ この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則
１ この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表
五十音順

氏 名 職 備 考
岩浅 広 那賀川工業用水利水者協議会 工業用水
大島 千文 佐那河内村教育長 教育
金井 純子 徳島大学大学院 講師 防災
川田 香奈子 公募委員
武田 由佳梨 NPO法人日本防災士会徳島県支部 地域防災
田村 隆雄 徳島大学大学院 准教授 森林水文、小水力発電

花岡 史恵 徳島県技術士会 理事 まちづくり
平井 松午 徳島大学大学院 名誉教授 歴史
松根 美幸 松根一級建築士事務所 土地利用
三橋 茉依 公募委員
三好 真千 徳島文理大学 講師 水環境、生態系
武藤 裕則 徳島大学大学院 教授 洪水防御


